
多賀城市監査委員告示第１号 

 

地方自治法第１９９条第９項の規定により報告した公の施設の指定管理に係

る監査の結果について、特定非営利活動法人多賀城市民スポーツ理事長及び特

定非営利活動法人ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク代表理事から同条第１４項

の規定により下記のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定に

より下記のとおり公表する。 

 

令和５年１月２０日 

 

多賀城市監査委員 佐伯 光時 

多賀城市監査委員 板橋 惠一 

 

記 

 

１ 監査対象団体等 

 (1) 特定非営利活動法人多賀城市民スポーツクラブ 

（令和３年度分多賀城市体育施設・有料公園施設の指定管理業務） 

 (2) 特定非営利活動法人ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク 

   （令和３年度分児童館・児童センター及び放課後児童クラブの指定管理

業務 

 

２ 監査結果の報告日          

令和４年１２月２８日 

 

３ 措置を講じた旨の通知があった日   

(1) 特定非営利活動法人多賀城市民スポーツクラブ 

令和５年１月１６日 

 (2) 特定非営利活動法人ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク 

   令和５年１月１３日 

 

４ 措置状況報告の内容 

 別紙のとおり 

 

 






